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１  はじめに  

大東コーポレートサービス株式会社（以下「コー

ポレート」という。）は、2005 年５月、障害者雇用

を目的として、大東建託株式会社 100％出資による

子会社として設立された。 

 親会社である大東建託株式会社は、土地所有者に

アパートやマンション、店舗などの賃貸事業を提案

し、建物の設計・施工・管理・運営を業務とする土

地活用の専門会社である。 

 コーポレートは、知的障害者4名、身体障害者1名、

障害者職業生活相談員（以下「相談員」という。）３

名の計８名からスタートした。現在社員数は82名とな

り、そのうち53名が障害者である（知的障害者27名、

身体障害者15名、精神障害者11名）。 

主な業務は親会社や関連会社の事務作業である。シ

ュレッダー処理、各種物品の配送作業、名刺作成、文

書のスキャン作業、アンケート入力、アパートの鍵の

回収・管理・発送、ゴム印・建築物のペーパークラフ

ト（模型）作成など、現在400種類以上の業務に対応し

ている。 

2008年５月には北九州事業所を開設し、オンデマン

ド印刷事業に取り組みはじめ、2010年10月には浦安事

業所を浦安市ワークステーション内に設置し、オフセ

ット印刷や看板作製などに取り組んでいる。浦安市ワ

ークステーションとは浦安市が建設した建物に障害者

就労支援センター・福祉的就労施設・民間企業が併設

した全国初の複合施設である。 

２  雇用定着における課題① ～雇用管理の難しさ～  

 主に精神障害者について、雇用当初、「フルタイム

で働けます」の言葉をそのまま受け止め、フルタイム

の正社員として採用したが、しばらくすると遅刻・早

退・欠勤が多くなるなど、雇用管理がうまくいかなか

った。職場だけではなく、生活面でのストレスを抱え

る中、無理をしながら勤務したことも要因のひとつと

考え、職場・生活面の両面へのストレスをサポートす

る必要性を感じた。 

３  雇用定着における課題② ～「表現できない」こと

へのストレス～ 

設立当初、仕事は確保できても、単純な業務でさえ、

「教えること」が困難だった。知的・発達障害を持つ

社員は作業過程のミスを指摘しただけで、怒られたと

勘違いし、「首になる･･･」などと言って、激しく落ち

込み、業務が手に付かなくなってしまったり、ミスを

隠すために嘘をついたり、声をかけられても応答がで

きないなど、萎縮してしまっていた。また、指示理解

はできていても、思っていることを伝えられない、表

せない、話しかけられても、受け答えの仕方が分から

ないなど、障害を持つ社員が自分の気持ちを表現でき

ないことがストレスのひとつとなっていたことに気が

ついた。その結果、物にあたったり、カッとなって飛

びかかったり、暴言を吐くなどの行動が頻発していた

と言える。 

 

４  定着支援を目指して ～リカバリーの４段階の導

入～ 

社員が長く安心して働くことができる環境作りを目

指し、定着支援の手法でもあるリカバリーの考え方を

取り入れている。リカバリーとは社員が人として尊重

され、希望を取り戻し、社会で活躍して、自分の目標

に向かった仕事に挑戦しながら、かけがいのない人生

を歩んでいくことを意味している。前田ケイ氏１）は、

リカバリーを第１段階の「希望」、第２段階の「エン

パワメント」、第３段階の「自己責任」、第４段階の

「生活の中での有意義な役割」の４段階に分けている。 

これらをもとにコーポレートでは社員の入社基準と

して、症状の重さ、病名、能力などで判断するような

アセスメントはせず、本人が「働きたい」という希望

を尊重する。 

第２段階の「エンパワメント」では、社員に様々な

不足があっても、あきらめずに新しいことに挑戦する

ことを励まし、本人の取り組みをソーシャルスキルズ

トレーニング（以下「ＳＳＴ」という。）を社内研修

として、取り入れて支援している。    

「エンパワメント」の効果により、少しずつ自信が
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ついてくると、働く職場がより良くなるためにはどう

したら良いかを考え、意見を述べる主体性が芽生えて

くる。これが第３段階である。 

このように環境を整えることで、障害とは関係なく、

会社の一員として有意義な役割を持ち、その役割を果

たしていくことで、仕事に充実感・満足感を得ること

ができる。これらの考えをもとに始めた取り組みにつ

いて紹介する。 

 

５  ＳＳＴへの取り組み ～社内研修として～ 

社員のマナー改善・コミュニケーション能力向上の

トレーニングとして、ＳＳＴを導入した。まず、相談

員が2006年８月からＳＳＴの諸研修に参加、約１年後

の2007年７月より、ＳＳＴのリーダーの経験を持つ精

神保健福祉士を中心に社内研修として開始した。    

はじめに精神・身体障害者対象に「ひとりＳＳＴ」

を開始、2007年10月より知的障害者を対象に問題解決

法を用いた「グループＳＳＴ」、2008年12月より身体・

知的・精神障害者対象にステップバイステップ方式を

用いた「グループＳＳＴ」を行った。「ひとりＳＳＴ」

とはリーダーと社員が１対１で行う個別のＳＳＴであ

る。グループに抵抗のある精神障害を持つ社員でも、

日常で困っていることや悩んでいること、取り組んで

みたいことを遠慮せず話せるよう配慮し、導入した。 

毎週金曜日16:00-16:30に業務の振り返りを通じて、

各人が持っている課題をＳＳＴのテーマとして挙げ、

「ひとりＳＳＴ」を行った。そのテーマは『ＳＳＴコ

ミュニケーションスキルアップ講座』としてまとめて

いる。その一部は図１で示したとおり。 

 

 

「グループＳＳＴ」では知的・発達障害を持つ社員

は主にエレベーターの乗り方、電話のかけ方、報告の

仕方、などの業務に必要なマナーおよび社員の受信（相

手の話を聞いて、受け答える）・発信（自分の思って

いることを伝える）を中心に行った。 

 

 

 現在までＳＳＴを継続し、精神障害を持つ社員は、

振り返りで職場と生活の両方の話を話せる体制を作っ

たことで、不安によるストレスの軽減を図ることがで

きた。そして、社員が話した悩みや問題に対し、ＳＳ

Ｔを使って、具体的な取り組み方を示し、職場で実践

することで、日常生活で必要な対人技能やストレス対

処技術が少しずつ身についた。こうして職場でコミュ

ニケーションの練習を積み重ね、成功体験を積むこと

により、対人関係への不安を和らげ、自信を取り戻す

ことへとつながった。 

また、知的・発達障害を持つ社員もマナーに関する

具体的な行動について、グループで共通認識を持つこ

とで、互いに教え合う環境や良いところを見てほめ合

う環境が生まれた。 

 

６  昼休みの過ごし方 ～ゲームを取り入れる～ 

ゲームを取り入れた本来の目的としては、昼休みの

過ごし方が分からない社員が多く、他企業のフロアに

行ってしまう、些細なことで社員同士が口論になると

いった行動が目立ち、それらを回避するにはどうした

ら良いかを考え、相談員がトランプを持参したことか

ら始まった。その後、2008年５月ごろより、トランプ

だけでは社員が飽きてしまい続かないため、業務に必

図１ 取り組み課題例（ひとりＳＳＴ） 

図２ 取り組み課題例（グループＳＳＴ） 

�問題��法・課題�

①初めて会った人と話すとき、どんなことに気をつけますか？

②違う課の社員と話すとき、どんなことに気をつけますか？

③業務中に聞きたいことがある。相談員が忙しい場合、どうしますか？

④業務の指示を受けたが、やり方がまだわからない場合、どうしますか？

⑤業務中、使用していたものがなくなった場合、どうしますか？

⑥相手の言っていることがわからない場合、どうしますか？

⑦業務中に、相手に傷つけられる一言を言われた場合、どうしますか？

⑧業務中、違うやり方で取り組んでいる社員を見つけた場合、どうしますか？

⑨通勤中、電車の中で寝てしまう。乗り過ごさないためには、どうしますか？

⑩通勤中、電車の中に傘を忘れたら、どうしますか？

⑪業務中、相手に伝えた内容を、どう確認しますか？

⑫業務中、眠たくなったら、どうしますか？

⑬相手の名前を忘れたとき、どうしますか？

⑭相談員に質問する際、うまくまとめるには、どうしますか？

⑮会話中に間違えた返答をした場合、どうしますか？

⑯業務の方法が変わって混乱した場合、どうしますか？

⑰職場の人を遊びに誘う際、どうしますか？

⑱業務中、相手にお願いしたいことがある場合、うまく頼むにはどうしますか？

グループSST ������対��

第１回 将来の希望について
第２回 SSTって何？
第３回 違う課の社員から、冗談を振られた場合
第４回 冗談に対して、どのように切り返すか
第５・６回 共通の話題さがし
第７回 相手に質問してみましょう
第８回 相手の言っていることがわからない場合
第９回 うれしい気持ち・感謝の言葉を伝える
第１０回 自分の気持ちを交えて会話する
第１１回 自分のストレス探し
第１２回 言いたいことを、相手に伝える
第１３回 ほめ言葉を受け入れ、自分の気持ちを伝える
第１４回 望まない言葉がけへの対応
第１５回 ワークパーソナリティと職場環境 など

�ひとりSST ���・�����対��
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要な漢字や計算などを使う学習ゲームや海外の珍しい

ゲームなどバラエティに富んだ物を相談員が選び、会

社が購入するようになった。現在、15種類以上のゲー

ムがある。

neuneu�������� ������������

BlokusBlokus ���ゲーム���ゲーム��������

 

 

ゲームを行いたい社員は食事を済ませた後、好きな

ゲームを取り出し、必要人数が集まったら始め、参加

者は途中参加・退出も可である。

昼�����の���昼�����の���

ゲーム��������ゲーム��������

 

  

昼休みを利用したリクリエーション活動は業務のリ

フレッシュになる、また、他のフロアに行ってしまう、

社員同士の口論などの問題となっていた行動を避ける

ことができるだけでなく、他の効果も認められた。 

（１） ゲームを通じ、健常者・障害者という枠組み

や他の課の社員との関わりが生まれ、対人関

係が広がり、さらに良好になった。 

（２） ゲームを進めるにおいて、一定のルールがあ

ることを知り、「ルールを守る」ということ

の意識付けと経験にもつながった。 

（３） 出来ない社員へ教える、できるまで待つなど、

社員同士でフォローし合う関係が生まれた。 

（４） 業務内でトラブルがあった社員同士がゲーム

で一緒に遊ぶなど、人間関係を修復する作用

もみられた。 

（５） 実習生が職場の環境に馴染みやすくなる。 

（６） 社員が実習生や研修生などの初対面の方を誘

う、ルールを教え、場を仕切る場面がみられ

るなど、社員の社会性の向上がみられた。 

 

７  まとめ・今後の課題 

振り返りに「ひとりＳＳＴ」を導入したことで、コ

ミュニケーションによるつまずきをひとつひとつクリ

アにすることができた。また、具体的な表現方法の練

習を繰り返すことで、気持ちの表現方法が明確になり、

受発信がスムーズに行われるようになったことで、無

用な口論が減った。さらに、昼休みのレクリエーショ

ン活動をＳＳＴ実施の場とすることで、業務のリフレ

ッシュになるだけでなく、他課や実習生との交流が自

然と行われたり、社員同士が助け合い、フォローし合

うような空気が生まれたりと、社員の社会性が身に付

いたことで、人間関係が良好になった。 

今後の課題としては、社員の多くが基本的なコミュ

ニケーション能力は身に付いていることから、さらに

レベルを上げたテーマを設定する、ＳＳＴの実施回数

を増やし、その身に付いた能力を維持・向上するなど、

次の段階へ向けた新たな取り組みを模索する必要があ

る。 

【参考文献】 

１）前田ケイ：「ビレッジから学ぶリカバリーへの道」金剛出版

（2005） 

 

 

ゲームの一例 

昼休みの風景 
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『僕が僕であるために…』私たち指導員はどうあるべきか？ 

－彼らが持つストレングスを生かし彼らを職場定着に導いた指導員は“何か”を持っている－ 
 

植松 若菜（株式会社リースサンキュー 障害者職業生活相談員/社会福祉士・精神保健福祉士） 
  
１  企業における就労支援の実際 

現在、弊社には知的障がい者22名、発達障がい

者2名、身体障がい者1名の計25名が勤務し、その

うちの10名が重度障がい者である。勤続年数は最

長で23年、最短の者でも2年になる。私が弊社の

障がい者指導に携わってからこの5年の間に障が

い者社員が11名増えた。さらに退社した者・実習

で終了してしまった者・職場体験実習を行った者

も含めると、70人近くの障がい者と私は接してき

た計算になる。 

以上のことからもわかるように、障がい者を雇

用している企業では、現に就職している障がい者

社員の指導以外に、就職を目指す障がい者や学生

の指導も多く、短期間で評価を求められたり、決

断を迫られたりすることがある。また特別支援学

校や福祉施設主催の企業見学会などもあり、そこ

では保護者への説明を行ったり質問に答えたりす

ることもある。さらに最近では、指導員の実習、

つまりこれから障がい者の就労支援を希望してい

る指導員の実習も増えてきている。 

要するに、企業における就労支援は、採用され

た障がい者の就労支援だけではなくなっているの

が現状なのである。 

 

２ 企業における就労支援の魅力は？ 

 私は就労支援という仕事が大好きだ。今までい

ろいろな仕事に携わってきたが、この仕事が一番

魅力的な仕事だと思っている。では、どういう所

に魅力を感じているのか？ 

障がい者にとって企業で働くメリットは、単に

収入を得るだけではない。仕事の技術を習得する

と同時に、社会性を身につけ、精神力を鍛え、人

間性を成長させることが出来る。ここで重要に

なってくるのが障がい者と指導員の相性である。

障がい者がどんなに素晴らしい素質を持っていた

としても、それを生かしてくれる指導員と出会わ

なければ、才能を開花させられないかもしれない。

また、障がい者との相性は指導員側にも良い支援

をする上で重要になってくる。指導員も障がい者

もみんなその前に“人”である。“人”が“人”

を指導するには相当の熱意が必要で、興味のない

人に対してその熱意を長期継続させるのは難しい。

しかし、自分が面接し「この人を育ててみた

い！」「この人にはあの仕事が向いているかもし

れない」といった魅力や可能性を感じ採用を決断

した障がい者には、より一層指導に熱が入る。そ

して、長期的に関わることでいろいろな困難を一

緒に乗り越え、その先の成長を共に喜ぶことも出

来るし、互いに親近感も湧く。もちろん障がい者

の指導は一筋縄ではいかず、日々困難にぶつかり、

悩んだり苦しんだりすることが多い。でも、その

苦悩が指導員をも成長させてくれる。 

そういった日々の関わりが、指導者と障がい者

の関係を、指導者と指導を受ける者という関係か

ら、仕事上のパートナーという関係に変貌させて

くれる可能性が出てくる。これが企業における就

労支援の最大の魅力なのである。 

 

《就労支援の魅力とは…》 

①  一緒に働く仲間を自ら選ぶことが出来る 

②  障がい者を教育・マネージメント出来る 

③  障がい者を長期的に指導できる 

④  指導者も一緒に成長出来る 

⑤  障がい者が“良き相棒”になるかも？ 

 

３ 就労支援の陥りやすい危険とは？ 

 最近、障がい者指導員を配置している企業が少

しずつ増えてきたが、それでも指導員一人あたり

の障がい者担当数はかなり多いのが現状である。

弊社を例にとっても、25名の障がい者支援を私一

人で行っている。弊社に限らず、どこの企業でも

1人で多くの障がい者の指導をしており、問題発

生や実習受け入れ等が重なれば、障がい者指導員

にとってかなりの負担となる。ここで、対応や方

法を間違えた場合に起こる危険を述べる。 

①  バーンアウト 

 いわゆる燃え尽き症候群である。企業の指導員
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は障がい者をどこまで支援すべきなのか？職場の

技術指導のみ？それとも生活上の問題全てか？ 

 就職している障がい者に問題が発覚した場合、

企業の障がい者指導員がまず対応することになる。

仕事上の問題以外であっても、部下である障がい

者が困っていれば指導員は何かしら行動を起こさ

ざるを得ない。ここで、その対応に一人で当たっ

てしまうと、指導員のキャパシティを超えかねず、

精神を病む可能性が出てくる。障がい者の抱える

問題は簡単に解決できないような場合が多い。全

ての障がい者の全ての問題に関わることは、指導

員としては最良の方法ではない。一人で抱え込ま

ず、その問題の専門家に委ねたほうが問題解決に

つながりやすい。指導員は、自分の人脈を最大限

に利用し、ある意味周囲を巻き込みながら問題を

解決していくスタイルを構築すべきである。 

②  パワーハラスメント・虐待 

 『職場におけるパワーハラスメント防止のため

に』(財団法人２１世紀職業財団刊行)によると、

パワーハラスメントの定義は「職務上、教育上、

能力上の優越的地位を利用して自分よりも下位の

人物に対して本来業務の適切な範囲を超えて継続

的に、人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者

の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与え

ること」とされている。障がい者にとって指導員

はまさに「職務上、教育上、能力上の優越的地

位」にある。指導という名の元に、間違った言動

は、パワーハラスメントや虐待になりかねない。

指導に暴言と暴力は全く必要ない。指導員は、常

に自分の指導が障がい者にとって有益な指導に

なっているかを確認しながら対応すべきである。 

③  モチベーションの低下 

 企業での就労支援は、実は指導員の仕事へのモ

チベーションの高低で指導内容が全く異なる。就

労支援の仕事は、やろうと思えばいくらでもある

し、逆にやりたくなければやらずに済ませること

も出来る。その指導員が、障がい者や障がい者の

仕事に対して、どれだけの熱意をもっているかで

設定される目標が変わり、またどのような目標を

設定するかで、指導方法や指導内容、指導期間も

全く異なる。よって、モチベーションが低い指導

員の指導では障がい者の成長は見込めない。 

 要するに、指導員は常にモチベーションを高く

保ち仕事に臨むべきなのだが、指導員のモチベー

ションは誰も上げてはくれない。指導員は障がい

者を成長させるのが当たり前、問題が起こればそ

の対応を迫られ、障がい者が成長しても指導員が

周囲から認められることはほとんどない。だから、

自分で自分のモチベーションを上げられる人物に

ならなければこの仕事は務まらない。 

 

《就労支援に潜む危険》 

① 指導員のバーンアウト 

② 障がい者へのパワーハラスメント・虐待 

③ 指導員のモチベーションの低下 

 

４ 就労支援で不適切な指導は？ 

 私は施設職員をしていた時、利用者を理解する

ためによくケース記録を読んでいた。そのケース

記録には生育歴や家庭環境、それまでに歩んでき

た人生などが書かれているが、その記録を読んで

は同情してしまうことが度々あった。その人の過

去や家庭環境を知りその人の痛みを理解すること

は、支援をしていく上で役に立ったこともあった。

しかし今振り返って考えると“同情”という感情

は上からの視点であって、指導者として持つべき

感情ではない。人は自分より不憫な人に対して同

情するが、自分の心に余裕がない時はどんなに相

手が不憫であっても優しく出来ない。障がい者と

共に働く人の中には「彼らは障がい者だから優し

くしてあげよう」と思って接している人がいるが、

その人たちのほとんどの人が、忙しかったり、自

分に余裕が無かったりすると、普段と対応が変

わってしまう。指導者であればなおさら、そうい

う対応は許されない。日々対応が変わってしまっ

たら、障がい者は混乱してしまう。従って、自分

の感情をコントロール出来ず、状況や感情に左右

されやすい人はこの仕事には向かない。 

 また、障がい者と指導員の距離について、障が

い者との距離が近すぎれば、親密ゆえに甘さが出

たり大事なことを見落としたりするかもしれない。

一方、距離が遠すぎれば、障がい者理解が進まず、

障がい者からの信頼も得られず、踏み込んだ指導

が出来ないかもしれない。常に指導者という立場

を忘れずに、障がい者との適切な距離感を保てな

い人は指導者には向かない。 
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それから、就労支援では何度も行き詰ることが

あるが、行き詰った時に指導員がどういう対応を

するかが重要になってくる。「もう解決方法がな

い…」と指導者が諦めた時点で、その障がい者は

問題を乗り越えられず成長するチャンスを逸する。

「この人はこの程度だろう…」と指導者が障がい

者の能力の限界を決めた時点で、その障がい者の

成長はそこで止まる。「障がいがあるから…」と

障がいの部分や苦手なことに注目しすぎると、障

がい者自身の持つストレングス(強み・長所)に気

付けず良い支援が出来ない。 

指導員の間違った対応や判断が障がい者の未来

を変えてしまう。指導員は自分の判断が、障がい

者の今後の人生に多大な影響を与えるということ

を常に意識して支援すべきなのである。 

 

《就労支援に不適切な指導は…》 

① 同情心などから感情的な指導をしてしまう 

② 障がい者と適切な距離を維持できない 

③ 解決策の少なさから指導を諦めてしまう 

④ 障がい者の能力を決めつけて妥協してしまう 

⑤ 障がいや不得手に固執しすぎる 

 

５ 就労支援にはどういう指導が必要か？ 

障がい者の指導でまず初めに求められることは、

技術的なことや福祉職としての知識ではない。一

人の人間を会社が求めている人材に育て上げるた

めには、まず精神面から教育していく方がスムー

ズに進む。技術的なことは、素質と経験でいずれ

習得出来る可能性があるからだ。弊社に入社した

障がい者も数か月で退社した者の９割以上が精神

的な原因で退社している。従って、まず障がい者

には、指導者の指導に対する意気込み・熱意を示

し、厳しさの中にさりげなく愛情を注ぎ、その人

を成長させるために全面的にフォローする体制を

構築することが求められる。 

また、技術的な面において、人それぞれ得意不

得意があり、同じ仕事でも力を発揮できる人と出

来ない人がいる。弊社では大まかに２種類の仕事

を用意していて、一つは単純作業、もう一つは臨

機応変な対応を求められる作業である。前者は自

閉傾向でこだわりが強い人などが向いていて、後

者はコミュニケーション能力が高く社交的な人が

向いている。実習中にいろいろな作業を体験して

もらい、その人の特徴・性格・長所などを考慮し

て配属を決める。その後も常にアセスメントし、

最適な仕事を提供できるように心掛ける。 

あと、障がい者にも働く意義を持たせたいので、

お金についてもその人らしい付き合い方を考えて

もらっている。グループホームや独り暮らしをし

ている障がい者には、給料と障害年金の中でどう

生活をやりくりさせていくか、毎月小遣いをも

らっている障がい者ならその使い道、お金に興味

を示さない障がい者には自分が稼いだお金で自分

の好きな事が出来ているのだと教えるなどして、

頑張って働いているから購買活動が出来るという

ことを教えていく。それがいずれ働くことへのモ

チベーションにも繋がるのである。 

障がい者を指導していると、何度も同じ事で注

意をしなければならないことが多々ある。きっと

怒られる方もうんざりしていると思うが、実は指

導する側もうんざりしてしまう。しかし、ここで

指導者が面倒だ、しつこいと嫌われるからと言っ

て指導を止めてしまっては障がい者に悪影響を及

ぼす。ここは意地悪小姑にでもなった気持ちで、

障がい者に嫌われようが注意すべき事柄があった

時には躊躇することなく瞬時に指導する。逆に、

褒める場合も同様である。毎回同じ言葉でも構わ

ない。褒めるべき行為があったら、何度でもその

都度気持ちを込めて褒める。とにかく障がい者指

導には“何度でも”がキーポイントである。 

 

《就労支援に必要な指導は…》 

① 一人の人間として接し彼らと真剣に向き合う 

② 彼らの可能性を信じ指導を諦めない 

③ 長所や能力に注目し最大限利用する 

④ その人の適職を提供できるよう心掛ける 

⑤ 時期を見てステップアップさせる 

⑥ 適切な部署への配置転換も視野に入れる 

⑦ 出来る限り同じ流れの仕事を提供する 

⑧ お金を稼ぐ喜びを教える 

⑨ 何度でも指導すべき事は瞬時に指導する 

⑩ 褒めたり注意したりすることを躊躇しない 

 

６ 就労支援で障がい者にさせたい事は？ 

弊社に入社してくる障がい者は、入社前に何か

において達成感を味わった経験が無い場合が多い。

そのような障がい者に対してただ「頑張れ！」と

いうだけでは、どのくらい頑張れば良いのか分か
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らないし、自分がどのくらい頑張れる人間なのか

さえもわからないため、がむしゃらに頑張るとい

うことが出来ない。よって、どのくらいの頑張り

を会社では求められているのか、どういうことが

出来るようになれば良いのかなどを明確にする必

要がある。手本となる先輩社員を見せたり、数値

で示したりして、障がい者が目標を理解出来て初

めて本格的な指導を開始するべきである。出来な

い事を出来るようにさせるには並大抵の努力では

いかず、障がい者からすれば、今までに体験した

ことがない位の辛い日々がしばらく続く。それを

側で支えるのが障がい者指導員なのである。厳し

くも愛情をこめて寄り添い指導することで、障が

い者に達成感を味あわせ、その体験が企業で働い

ている事への誇りと変わっていく。そして、頑張

ることが出来るのだという自信から、仕事に対す

る責任感も芽生え、徐々に社会人らしさがにじみ

出てくる。 

 また、どんなに仕事がその人に適していても会

社の居心地が悪ければ長続きしない。社内で話し

相手を見つけたり、休憩時間の快適な過ごし方を

見つけたりして、障がい者が何か仕事以外に会社

に来る目的や楽しみを発見することも就労継続さ

せる上で重要になってくる。 

 

《就労支援で障がい者にさせたい事は》 

① 会社が求める目標(未来図)を理解させる 

② 何かを成し遂げるための努力をさせる 

③ 働いていることへの誇りを持たせる 

④ 仕事に対する責任感を持たせる 

⑤ 職場での自分の居場所を作らせる 

 

７ 指導員が持っている“何か”とは？ 

 企業や施設で就労支援に携わっている人と話を

してみると、皆それぞれ個性的で障がい者への視

点も異なるのでとても面白く、また勉強になる。

障がい者の就労支援に興味がある方は、是非現役

で就労支援をしている人と話すことを勧める。 

 就労支援で指導員が活躍する機会と言えば、主

に障がい者の教育時と問題発生時である。教育時

は手を出さずに見守る忍耐や愛情など長期的な力

が求められ、問題発生時では瞬発力、決断力など

が求められる。障がい者支援では、瞬時の判断や

方法を誤ると、最悪の場合、就労継続が困難にな

りかねない。そこで、障がい者の就労支援に携わ

る人が持つべき事柄を10項目挙げる。 

①  障がい者指導に対する独自の信念 

②  冷静な判断力 

③  問題発生時の瞬発力・行動力 

④  将来や危険を予測する力 

⑤  障がい者との適度な距離間の維持 

⑥  些細な変化にも気付く観察力 

⑦  人脈を有効活用した情報収集力 

⑧  結果が出ないことに対しての忍耐力 

⑨  障がい者への愛情を表現する力 

⑩  指導員自身の健康管理能力 

 おそらく、どんな素晴らしい指導員でもこの10

項目が元々備わっている人はいない。様々な問題

に取り組む中で、悩み苦しみ、試行錯誤した上に

身につくものだと思われる。これらの力がつくと、

『支援への情熱が尽きず支援をあきらめない』

『選択肢を多数用意することが出来る』 

『自らの業務に客観的視点での反省が出来る』 

『障がい者の可能性を信じることが出来る』 

『障がい者の新たな能力を見出すことが出来る』 

『障がい者の職業適性を分析することが出来る』 

『発想の転換で難問を解決することが出来る』 

『障がい者から信頼される』 

といった事が可能になる。実は、職場定着が上手

く機能している企業の指導員が持っている“何

か”とは、これらの能力のことなのだ。 

 

８ 「僕が僕であるために…」障がい者がその人

らしい人生を送れるよう支援するために… 

 障がい者の就労支援は、本当に奥が深い。ただ

適当な仕事を斡旋して、技術を身につけさせ、就

職先を決定させれば良いということではない。障

がい者にとって一番大事なのは、就労を継続させ

ることだ。だいたい10代後半から就職活動を始め、 

体が健康で働く場所があればずっと働き続け、人

生の半分以上を労働者として過ごす。その間には

様々な問題や事件が発生したり、悩み苦しんだり

することもある。それをそっと見守り、厳しさの

中にも愛情込めてやさしく寄り添いながら正しく

導くのが就労支援員なのだ。障がい者の人生が輝

くかどうかは、良き就労支援員との出会いに左右

される。それを肝に銘じて彼らを見守り続けたい。 
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共に就労支援を学びあう場の提供と役割 
－人材育成の視点から－ 

 

○大川 浩子 （ＮＰＯ法人コミュネット楽創  理事/北海道文教大学人間科学部作業療法学科  講師） 

本多 俊紀 (ＮＰＯ法人コミュネット楽創/就労移行支援事業所コンポステラ) 

熊本 浩之 (ＮＰＯ法人コミュネット楽創/就業・生活相談室からびな） 

山本 創   (ＮＰＯ法人コミュネット楽創/医療法人北仁会石橋病院) 

  
１  はじめに 

 近年の障害者雇用を取り巻く状況が変化したと

ことにより、新たな課題として障害のある人たち

の雇用・就労を支える人材育成が浮上してきてい

る1)。2009年にまとめられた「障害者の一般就労

を支える人材育成のあり方に関する研究会報告

書」では、就労支援を行っている支援者は就労支

援知識・スキルを効果的に習得する方法として

「仕事を通じて」と回答したものが多いことが示

されている2)。また、職業リハビリテーションの

人材育成のための研修会における課題として、

「実践的な知識・スキルの修得に関する意見・要

望が多い」こと報告されている3)。これらの点か

ら、支援者は実践的な知識・スキルの修得が求め

ているが、効果的に習得できる方法は「仕事を通

じて」であり、就労支援の現場を持っていない支

援者には困難な状況であると推察される。更に、

就労支援員、就業支援担当者、ジョブコーチの研

修モデルカリキュラムが示されているが、この中

で現場実習という実践の機会が含まれているのは

ジョブコーチのカリキュラムのみである4)。つま

り、支援者は就労支援について実践的な知識・ス

キルの習得を求めているが、その機会を得ること

は少ないと考えられる。 

今回、筆者らはIPS(Individual Placement and 

Support：個別職業紹介とサポート)に準拠した就

労移行支援事業所の立ち上げに関わり、その際に、

「就労支援を共に学びあう場」を企画した。こ

の場の構造と取り組みの経過に就労支援に携わ

る人材育成の場について考察を加え、報告する。 

 

２ コンボラ設立の経緯と枠組み 

特定非営利活動法人コミュネット楽創は2006年

度より札幌市の指定管理受け、精神障害者通所授

産施設札幌市こぶし館の運営を４年間行った。

IPSに準拠した就労支援を展開し、指定管理期間

中に107件の一般就労を達成した。しかし、地理

的問題等からIPSが重視する迅速な求職活動の開

始や就職後の継続支援に関する課題があり、2009

年度をもって指定管理終了し、新たな事業所を立

ち上げることになった。新規事業に関して法人内

で準備委員会を設置し、就労移行支援事業を行う

ことと、前述の課題を解決するために、地下鉄か

ら徒歩圏内に事業を構えることを決めた。2010年

４月１日、地下鉄駅から徒歩３分の場所に、就労

移行支援事業所Work＆Recoveryコンポステラを開

設し、「就労支援を共に学びあう場」であるコン

ボラをスタートさせた。 

コンボラとは「コンポステラボランティア」の

略である。コンポステラという場を利用し、共に

就労支援を学びあうという考えに賛同した者が参

加する登録制の会である。就労支援に携わる人の

増加を目的にコンポステラ準備委員会で企画され、

法人会員や各種勉強会等で呼びかけを行った。登

録者は支援者(作業療法士、PSW等)や障害当事者

(以下「当事者」という。)等であり、活動には法

人職員及び役員が関わっている。現時点(2011年

９月末日現在)で登録者は34名で、内訳は図１の

とおりである。なお、登録者や法人からの連絡に

ついてはメーリングリストを活用している。 

 

図1 コンボラ登録者の内訳 
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 「共に学びあう場」というコンボラのコンセプ

トについては、当法人で長年大切にしてきた複数

の事業が基盤となっている。以下が、その事業内

容である。 

1)WRAP(Wellness Recovery Action Plan:元気回

復行動プラン)普及啓発事業：リカバリーに役

立つ、精神的困難を経験した方たちから生み出

されたツール。その倫理と価値のひとつに「そ

れぞれが自分についてのエキスパート（専門

家）であること」がある。 

2)夜のお茶の間事業：新潟より発信された、誰も

が対等で、プログラム等に当てはめられず過ご

すことができる場である。当法人では月1回夜

の時間帯に継続的に実施している。 

3)障害当事者就労支援セミナー事業：就労支援委

員会の事業の１つとして、障害や病を経験した

当事者に就労について語ってもらうセミナーを

企画し、実施している。 

これらの事業を実施した経験から学んだことは、

「誰もが経験のある専門家」「経験を相互に学ぶ

ことで、エンパワメントされる」ということであ

る。この学びから「共に学びあう場」という考え

が生まれ、今回のコンボラのコンセプトとなって

いる。 

 

３ コンボラの活動 

コンボラの活動内容は大きく４つに分けること

ができる。大半の活動は夜の時間帯(19:00からが

多い)でコンポステラを会場に開催している。 

1)ミーティング(準備会)：コンボラでの活動を決

めるミーティングであり、コンボラで何を学び

たいか、そのためにどのような活動を行うかを

話し合い、計画を立てている。 

2)プログラム：現在就労していている障害のある

方の登録制の会(じょぶじょぶ)の会員に提供す

るプログラムを実施する。内容としては、

SST(月１回開催)とコミュニケーション講座が

ある。コンボラ登録者はプログラムの企画立案

や運営スタッフ、あるいは一参加者として関

わっている。 

3)イベント：じょぶじょぶ会員向けのイベントで

あり、法人側から提案することが多い活動であ

る。内容は食事会や行事(忘年会・花見)であり、

コンボラ登録者はプログラム同様、運営に携わ

る、一参加者としてじょぶじょぶ会員と交流を

行っている。 

4)学習会：コンボラ登録者からミーティング時に

提案されたテーマを学習会として取り上げてい

る。講師の調整、学習のために必要となる資料

の準備は法人側で行っている。 

各活動の実施回数と延べ参加人数、平均参加人

数は表１に、勉強会とSST以外のプログラム内容

の詳細については表２に示した。 

 

表1 コンボラの活動概要 

活動名 開催回数(回) 参加延人数(名) 平均参加人数(名)

ミーティング 8 88 11.0

SST 17 321 18.9

イベント 4 185 46.3

学習会 7 72 10.3

プログラム 1 12 12.0  

※参加人数には、じょぶじょぶ会員、法人職員・役員 

も含まれている 

 

表２ コンボラ学習会・プログラム内容 

 

 

４ 経過 

 コンボラの活動が始まり、2011年９月末日で約

１年半が経過している。この活動の経過を、コン

ボラと深く関係しているじょぶじょぶ会員の動向

と法人運営などの背景を含め、大きく3つの期に

分けて報告する。 

（1）立ち上げの混乱と様々な方が活動に参加し

ていた時期(2010年４月～９月) 

４月からコンポステラが開設し、同時にコンボ

ラの活動も開始された。札幌市こぶし館では実施

できなかった就労者の継続支援として、じょぶ

じょぶも開始され、夜の時間帯に開催されるイベ

ントやプログラムに30～50名が参加することが見

られた。一方で、コンボラやじょぶじょぶという

新たな活動を法人内でどのように位置づけるのか

について混乱していた時期でもあった。 
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 この時期のコンボラは登録者の参加人数が多い

時期であり、登録者同士が知り合えるようにミー

ティングを月１回開催することが活動の中心で

あった。しかし、ミーティングよりも実際に学ぶ

ことに時間を割きたいという意見が出てきたため、

７月以降、ミーティングを３～４ヶ月に１回の頻

度で開催するように変更した。 

（2）学ぶための工夫がされる一方、参加者が減

少・固定化されてきた時期(2010年10月～2011

年３月) 

 12月に同法人で運営する就業・生活相談室から

びな(地域活動支援センター就労者支援型)が開設

され、コンポステラ職員も一部配置転換となり、

じょぶじょぶ会員が利用できる場が増えた時期。

立ち上げ時期よりも、じょぶじょぶ会員のイベン

トやプログラムへの参加人数が減少し、一定の人

数(10～40名)内になることが多くなった。 

 コンボラでは、プログラムのSSTでリーダー、

コリーダーの体験を希望する登録者が減少してお

り、その背景として、SSTの知識や経験の少なさ

からくる不安があると考えられた。この点を解決

するため、SST終了後の振り返りを実施し、運営

の知識と技術を相互にフィードバックし学べるよ

うに変更した。結果として、振り返りにはじょぶ

じょぶ会員で参加する者もおり、中にはコリー

ダーを希望するものも出てきた。 

 一方、登録者自身の状況変化(業務多忙、資格

取得、配置転換等)により、コンボラの活動に参

加が難しくなる登録者もおり、活動に参加できる

登録者が減少、固定化されていった。参加はでき

ないが業務が落ち着いたら参加したいという登録

者もおり、メーリングリストによる連絡や情報交

換がより重要になっていた。また、コンポステラ

以外の法人職員がコンボラの活動に参加する者が

増えた時期でもあった。 

（3）参加人数は少ないままだが新たな挑戦が見

られた時期(2011年４月～９月) 

 2010年度、コンポステラでは一般就労者が延40

名となり、じょぶじょぶ会員は新旧の会員が入れ

替わりながら、プログラム等の活動には一定の人

数が参加していた。５月に開催した花見は、様々

な就労条件を考慮し、昼から夜にかけて長時間開

催することで多くの参加者が集った。また、コン

ポステラの利用者にとって、じょぶじょぶ会員は

就労後のモデルにもなるため、今までは就労者向

けであったじょぶじょぶ向けプログラムをコンポ

ステラ利用者も利用することが運営者側で確認さ

れた。 

 コンボラでは、新規の登録者が若干見られ、一

部の登録者が就業・生活相談室からびなの夜のプ

ログラムに参画することが出てきた。この動きは、

SST以外のプログラムをコンボラ会員が主体的に

企画・運営することにも繋がっていった。SSTで

は、じょぶじょぶ会員が継続的にコリーダーを行

い、SSTの研修会に参加しスキルアップに励み、

新規の登録者がコリーダーを行うことも見られた。 

 

５ 考察 

（1）コンボラの場の構造と利点 

 コンボラの活動の場は、コンボラ登録者、じょ

ぶじょぶ会員、法人職員・役員が存在しており、

三者が重なりながら活動を展開していたと思われ

る(図２)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ コンボラの活動の場の構造 

 

一方、コンボラの活動に関する人は就労支援と

いう視点から分類すると、就労支援実践経験者、

就労支援未経験者、就労支援利用経験者に大まか

に分類することが可能であると思われる。この分

類は完全に分けられるものではないが、各々が就

労支援について異なる知識と経験、そして思いを

持っている存在であると考えられる。コンボラの

場では、活動を通して各自の知識と経験や思いを

分かち合い、それらが新たな学び(気づき)となる

中で、「自分にもできるかもしれない」という

「自分自身の可能性を感じる」ことが起きていた

ことが推測される。安梅5)は、セルフ・エンパワ

メントの方法のひとつとして「可能性」を自らが
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感じる方法をあげている。つまり、「就労支援に

ついて共に学び合う場」というコンボラのコンセ

プトは、参加者が自分自身の可能性を感じること

でエンパワメントされ、結果として参加者自らが

チャレンジするという構造を持っていると考えら

れた(図３)。 

図３ コンボラの場とエンパワメント 

 

（2）就労支援に携わる人材育成への意義 

 現在提示されている研修モデルプログラムでは、

就労支援を行うための基本的な知識やスキルの習

得する方法として、講義や事例検討が多い状況で

ある4)。しかし、コンボラでは活動を企画・提供

するだけではなく、支援者自身が実際に体験もで

きる構造となっている。この実際に体験すること

(一参加者として、あるいは運営側として)はオン

ザジョブトレーニングに近い形状であり、まさに、

IPSのPlace-then-Trainモデルと近しいものであ

るということが可能と思われる。つまり、現在、

就労支援の仕事に携わる現場を持っていない支援

者でも、就労支援の知識・スキルについて実践を

通して獲得できる機会になっていたと考えられる。 

 また、エンパワメントされる場に参加していた

という視点では、コンボラに参加している支援者

が、現在就労支援に携わることが出来ていなくと

も、「自分には就労支援を行える力がある」とい

う可能性を感じ、新たな一歩を踏みきりやすい

きっかけになると思われる。松為は人材育成にお

ける今後の課題として、「専門従事者ではない人

を対象にした初心者向けの知識やスキルの啓発」

をあげており1)、そのためにも、コンボラのよう

な場は有用であると思われる。 

 そして、コンボラに携わる法人職員の就労支援

に関するスキルアップの場になっていたと思われ

る。コンボラ登録者の背景として、現在就労支援

に携わっている者が少なく、職員は就労支援実践

経験者としてモデルとなりうる存在であると言え

る。また、振り返りの際には、自分が行っていた

ことを説明する必要があり、他者に説明するとい

うプロセスが、自分の支援に対する考え方を整理

し、根拠を再確認する機会になっていたと考えら

れる。更に、法人内の他施設職員の参加が多く

なったことで、施設間での技術交流の場としても

機能していたと考えられ、コンボラは法人内研修

としての要素が含まれていたと思われる。 

 

６ まとめ 

 今回報告したコンボラについては、まだ、実践

の途上であり、様々な限界がある。しかし、「共

に学び合う場」という構造が、就労支援に携わる

支援者を増やし、質の高い支援を展開するきっか

けになると思われる。今後、実践を積み重ね、検

証していきたい。 

 

【参考文献】 

1)松為信雄：職業リハビリテーションに携わる人材育成，「職

リハネットワークNo.66」，p.1-3，(2010) 

2)厚生労働省：障害者の一般就労を支える人材の育成の

あ り 方 に 関 す る 研 究 会 報 告 書 別 添 え ， 厚 生 労 働 省

HP(http://www.mhlw.go.jp/shingi/ 

2009/03/dl/s0301-2c.pdf)，(2009) 

3) 障害者職業総合センター職業リハビリテーション部研修

課：関係機関の職員に対する職業リハビリテーションの人

材育成のための研修について，「職リハネットワークNo.66」，

p.4-8，(2010) 

4) 厚生労働省：障害者の一般就労を支える人材の育成の

あ り 方 に 関 す る 研 究 会 報 告 書 本 文 ， 厚 生 労 働 省

HP(http://www.mhlw.go.jp/shingi/ 

2009/03/dl/s0301-2a.pdf)，(2009) 

5)安梅勅江：エンパワメントの種類，「エンパワメントのケア科

学 当事者主体のチーム・ケアの技法」，p.18-31，医歯薬

出版(2004) 

－ 110 －



- 111 - 

ＳＳＴを活用した職場における人材育成 

 

○岩佐 美樹（障害者職業総合センター  研究員） 

佐藤 珠江（社会福祉法人 埼玉精神神経センター） 

千葉 裕明（早稲田大学大学院人間科学研究科） 
  
１  はじめに 

人材育成は多くの企業に共通する課題であり、

障害を持つ社員を雇用する事業所においては、①

障害を持つ社員 及び ②障害を持つ社員を職場

で支援する社員（以下「支援者」という。）の人

材育成、という２つの課題を抱えている。特に、

②においては、障害を持つ社員への支援のための

スキルの育成が重要な課題となる。しかしながら、

これらの人材育成の方法等についてのノウハウや

情報は乏しく、十分な取り組みがなされていない

状況にある。 

人材育成に関しては、数多くの研究が行われて

いるが、その中で、最重視されているテーマの１

つに、コミュニケーションスキルがある。このコ

ミュニケーションスキルの向上は、生活の質の向

上とともに、効果的なコミュニケーションスキル

の報酬として得られる社会的な賞賛等の強化によ

り、自己効力感の向上、認知の変容をもたらし、

個人の職業生活の満足度を高める。さらに、「コ

ミュニケーションの円滑さ」は、事業主の障害者

雇用の満足度を決める重要な要因であるというこ

とも指摘されており、障害者雇用においては非常

に重要なポイントの１つと言える。   

コミュニケーションスキルの向上支援のための

有効な支援方法のひとつとして、ＳＳＴ（Social 

Skills Training）があり、ＳＳＴについては、

対象者と実施者、双方の対人的スキルの向上が期

待できるとされている。さらに、コミュニケー

ションスキルの向上といった直接的な効果のみな

らず、ＳＳＴの実践をとおした支援スキルの向上、

すなわち前述の①②の人材育成について効果を発

揮する可能性を持っている。 

ＳＳＴについては、就労支援の現場においても、

就職前の支援において、積極的に活用されている

が、その取り組みは、就労後については十分及ん

でいない現状にある。また、先駆的にＳＳＴを活

用した社員研修を実施し、効果を上げている企業

もあるものの、十分なノウハウの蓄積・共有がな

されていない等の理由により、広く普及するには

至っていない。 

これらのことから、当センターでは、平成23年

度より２ヵ年計画で、障害を持つ社員と、その支

援者の双方の人材育成を目的とした、ＳＳＴを活

用した人材育成プログラムの開発に取り組んでい

る。そこで今回は、開発中のプログラム（最新

版）について、２社のご協力を得て実施している

試行状況等を含めて報告を行う。 

 

２  プログラムの概要 

プログラムについては、個人及び職場全体のコ

ミュニケーションスキルの向上を目的としたス

タッフ研修、そして、障害者支援のスキルの向上

を目的としたリーダー研修の２部構成とし、これ

ら２つをあわせたものを、「ジョブコミュニケー

ション・スキルアップセミナー」としている。 

プログラムの流れについては、図１のとおりで

ある。支援者に対するオリエンテーション、リー

ダー研修を１回実施した後、全体に対するオリエ

ンテーションにて、グループ及び個人目標、研修

についてのコンセンサスを得て、スタッフ研修を

開始している。 

なお、スタッフ研修、リーダー研修ともに１回

約１時間、月１回×６回を標準モデルとしている。 

（1）支援者オリエンテーションから全体オリエ

ンテーションまで 

支援者に対するオリエンテーションにおいては、

研修に対する動機づけを行うとともに、カリキュ

ラムメニュー策定のために必要なアセスメントに

ついての説明を行う。これをもとに、各支援者は、

第１回リーダー研修までに、担当する障害を持つ

社員とアセスメント面接を行い、本人の職業生活

上のニーズを引き出し、そこから具体的な行動レ

ベルの目標を設定する。第１回目のリーダー研修 



- 112 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ プログラムの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、面接の結果得られた個人目標を持ち寄る。

さらに、事業主、支援者として彼らをどういう人

材に育成したいかということも含めて話し合い、

グループ全体に共通した獲得目標となるスキルを

抽出、カリキュラムメニューを策定する。 

その後に行う全体オリエンテーションでは、障

害を持つ社員に対し、スタッフ研修の意義等につ

いて説明、グループ及び個人目標についてコンセ

ンサスを得ることにより、参加についての十分な

動機づけを図ることとしている。   

（2）スタッフ研修 

障害を持つ社員を対象に、ＳＳＴのセッション

をステップ・バイ・ステップ方式にて実施。将来

的には支援者主導によるセッションの実施を目指

しつつ、現在のところは、ＳＳＴ普及協会の認定

講師である協同研究者とともに、当センターによ

る実施としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ カリキュラムメニュー例  

障害を持つ社員  支援者  

アセスメント面接  

リーダー研修１ 

全体ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

スタッフ研修1 

リーダー研修2 

スタッフ研修2 

月1回  

(60分)  

× 

 6回  

リーダー研修6 

スタッフ研修6 

A社           B社  

                                                 

☆SSTカリキュラム☆ 

 

 

 

 

第1回：「問題解決のスキル」 

第2回：「積極的傾聴のスキル」（基礎） 

第3回：「積極的傾聴のスキル      

＋バックアップスキル」（応用） 

第4回：「頼み事をするスキル」（基礎） 

第5回：「頼み事をするスキル   

＋バックアップスキル」（応用） 

第6回：「職場で他者の意見に対して   

効果的に応えるスキル」 

グループ目標 

現在の職場で信頼されて 

長く働こう 

 

☆SSTカリキュラム☆ 

 

 

 

 

第1回：「積極的傾聴のスキル      

＋バックアップスキル」 

第2回：「頼み事をするスキル              

＋バックアップスキル」 

第3回：「知りたい事について質問する」 

第4回：「問題解決のスキル」 

第5回：「話し合って折り合う/保留する」 

第6回：「不愉快な気持ちを伝える」 

グループ目標 

職場で役立つ対人的課題の対処を学び

仕事で支えあう関係を作ろう 

 

事業主ニーズ調査  

支援者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 



- 113 - 

支援者については、ＳＳＴについての理解を深

めてもらうとともに、セッションで得られたアセ

スメント情報等を共有し、障害を持つ社員の日常

業務の中でスキルの般化の促進を支援していただ

くことも目的としている。 

なお、カリキュラムメニューについては、個人

及び職場のニーズ、そこから引き出される目標に

基づき策定されるため、試行先ごとに異なり、図

２に記したように、１スキル１回、計６スキルを

取り上げる場合もあれば、１スキルを基礎、応用

と２回に分けて取り扱う場合もある。 

（3）リーダー研修 

支援者を対象に、スタッフ研修とスタッフ研修

の間に実施。ＳＳＴの背景となっている理論やＳ

ＳＴで活用されている技法等についての講義とと

もに、対象者としてのＳＳＴ参加といった体験学

習を取り入れている。期間終了後、支援者が自ら

グループを立ち上げ、リーダーとしてセッション

を行うことができるようになることを１つの目的

としている。 

また、事業主からの希望を踏まえつつ、各事業

所で雇用されている障害者の障害特性とコミュニ

ケーション上の問題、それに対する指導・支援方

法等についても講義を行うとともに、支援者が、

日ごろ感じている問題や疑問についても話し合う

時間を持つことにより、職場内の情報共有、共通

認識を持った障害者支援・指導の促進を図ること

もねらいとしている。 

 

３ 試行実施状況の概略 

（1）対象者 

 平成23年５月からＡ社、７月からＢ社にて試行

を開始。対象者の属性については表１のとおりで

あり、対象者の人数、属性等にもかなりのばらつ

きがある。また、Ａ社においては、スタッフ研修

についてはオフィスごとに４回実施、Ｂ社につい

ても業務の都合上、２グループに分けて実施して

いる。 

企業ごとに共通のテキストを使用しながらもグ

ループごとに異なる構成人数や特性等に配慮した

実施内容、方法としている。 

なお、リーダー研修については、両社とも企業

単位で実施している。  

 

（2）効果 

 効果測定の一環として、①各研修で取り扱うス

キルについての活用度自己評価及び②支援者によ

る他者評価（５段階評定）、③スタッフ研修に対

する自由記述式の感想、④リーダー研修に対する

感想（口頭）等を実施している（表２参照）。 

 

表２ 効果測定の実施時期について 

 実施時期  

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

開始前  

 

各研修  

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

終了後  

前  後  

スキルの活用度自己評価   ○ ○ ○ 

スキルの活用度他者評価  ○   ○ 

スタッフ研修感想    ○ ○ 

リーダー研修感想    ○ ○ 

※「スキルの活用度他者評価」とは、障害を持つ社員のスキル  

活用度を支援者が評価するもの  

 

 スキルの活用度自己評価について、９月末現在

で試行を終了している３回分について、Wilcoxon

の符号付順位検定を行った。その結果、すべての

試行において、研修後、スキル活用度の自己評価

が有意に上昇していた（図３参照）。 

また、各セッション終了時、自由記述式での感

想を対象者に求めたところ、「スキルを使うとき

の自分のポイントがわかった」、「今後使ってい

きたい」という積極的な意見とともに、それを理

解したことにより、「できているつもりでも、で

きていないことがわかった」といった内省的なも

のも見られた。 

  
  

  

Ａ社 Ｂ社 

aｵﾌｨｽ bｵﾌｨｽ cｵﾌｨｽ dｵﾌｨｽ   

障害を持つ社員  16名 16名 5名 5名 15名 

 知的障害 5名 5名 5名 4名 2名 

 発達障害 10名 3名 0名 1名 2名 

 精神障害 1名 7名 0名 0名 7名 

 身体障害 0名 1名 0名 0名 4名 

支援スタッフ 6名 3名 1名 1名 4名 

 

表１ 試行先事業所の対象者の内訳  

※開始時点の人数  
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また、リーダー研修については、「日ごろ考え

ていること、感じていることに対して理論的な裏

づけを得ることができると、支援に自信が持つこ

とができる」「発想の転換ができた」といった主

旨の感想が得られている。 

 

 

図３ 各会社における社会的スキルの自己評定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 試行ごとのスキルの活用度自己評価  

 

４ 今後について  

今年度中にプログラムを完成させ、来年度は、

プログラムの効果の検証及び活用のための支援方

法の検討を目的に、引き続き、数社にて試行実施

を行っていく予定である。  

また、本プログラムについては、１つの研修

パッケージとして提供し、多くの事業所にて活用

いただくことを目的としており、今後については

以下のことについて、取り組んでいくこととして

いる。  

（1）支援ツールの作成 

スタッフ研修用のテキスト、リーダー研修用の

テキスト等の支援ツールを作成予定である。  

 また、今後は、これらのツールを活用し、事業

主、支援者自身で研修を実施するためには、どの

ような支援（当センター及び地域障害者職業セン

ターによる研修等）が必要かということについて、

対象となるグループ構成人数や障害特性等に応じ

た実施方法等とあわせて、検討していくこととし

ている。  

（2）プログラムの妥当性と効果の検証 

 スタッフ研修で実施しているスキルについての

活用度自己評価の結果からは、研修を受けた後に

は自己評価が上昇する傾向が見られている。しか

しながら、この評価の対象は、試行の一部のデー

タに過ぎず､全試行の結果とともに､プログラム終

了後に実施するスキルについての活用度自己評価

及びプログラム開始前後に実施する支援者による

他者評価と併せて分析していくことが必要である。  

さらに、これを一時的な効果としないためには、

日々の練習によるスキルの般化促進が重要となる。

そこで、研修で得られた気づきをスキル、行動と

して定着させるために、職場全体で、強化の手続

き、具体的な支援方法等について獲得できるよう

にする支援についても、検討していく必要がある

と考えている。  

 また、各研修後の自由記述式の感想については、

全研修終了後の感想とともに、内容を分析してい

くこととしている。  

そして、これらの結果をもとに、本プログラム

の妥当性、より効果的な実施方法等についての検

討を行っていく予定である。  
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企業で働き続けるため支援者に求められること 
－職業センター利用者の事例からの考察－ 

 

北口 由希（京都障害者職業センター  障害者職業カウンセラー） 

  
１ はじめに 

地 域 障 害 者 職 業 センターでは、様 々な就 労 支 援

サービスを通じて「働く」ことを希望する障害者に対し

て、「働く」こと、「働き続ける」ことを支援している。就労

支援サービスと一概に言っても、必要とされる支援は

本人の障害状況や就労経験等によって個別に異なり、

加えて、求職活動や入職時の支援と企業へ就職後の

就労継続に必要となる支援は異なってくる。また、一

旦就職しても、本人、企業、それぞれの理由によって

残念ながら離職する場合があることも事実であり、離職

後の再就 職 に向けた支 援にあっては、個々のライフ

キャリアの視点を踏まえた支援も欠かせない。 

本稿では、地域障害者職業センターの利用者に対

する支援経過をたどりつつ、時間経過に伴って必要と

される支援の内容や企業で働き続けるために必要とな

る支援について、京都障害者職業センター（以下「職

業センター」という。）の職場適応援助者による支援事

業（以下「ジョブコーチ支援」という。）を利用した事例

を中心に整理し、長期的な期間を見通した就労支援

のあり方について考察する。 

 

２ ジョブコーチ支援利用者の傾向について 

（1）対象者及び調査方法 

就労後も含めて比較的長期に渡って支援を展開し、

職業センターが現況を把握している者についてその傾

向を分析するために、平成17年度から平成21年度の5

年間にジョブコーチ支援を利用した対象者335人のう

ち、平成22年度中に改めて職業センターを職業相談、

職場適応指導（在職者のフォローアップ）、ジョブコー

チ支援等で利用した110人を対象とした。調査は相談

等の経過記録からの情報収集及び対象者・関係機関

への聞き取りにより実施した。 

 

（2）調査結果 

イ 障害別・経過年数別状況 

平成22年度中に再度職業センターを利用した対象

者数は、最初にジョブコーチ支援を実施して以降の年

数を経るごとに減少する傾向にある。一方で、継続し

た関わりを持つ対象者数自体は減るものの、支援終

了後５年が経過してもなお、継続した関わりが必要な

ケースもある。また、障害別に平成22年度に関わりを

持った者の割合を見ると、精神障害者（43％）、その他

（68％：発達障害者等を含む）の障害者は身体障害

者(27％)、知的障害者(26％)に比べて、支援修了後も

継続して関わる割合が高い傾向が窺える(表１)。 

 

表１ 平成22年度の障害別・年度別利用状況(人) 

 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 計 

身体

障害
0 1 0 3 2 

6 

(22)

知的

障害
3 6 14 16 20 

59 

(228)

精神

障害
0 1 5 6 10 

22 

(51)

その

他 
2 1 0 7 13 

23 

(34)

計 
5 

(65)

9 

(70）

19 

(69) 

32 

(70) 

45 

(61)

110 

(335)

（ ）内は当該年度・障害別ジョブコーチ支援対象者数      

 

ロ 支援内容 

支援終了からの経過期間が比較的近い者につい

ては、定点的な状況確認を目的とした支援が主となる

が、期間を経るにつれ対象者からの相談のみならず、

企業からの要請による相談対応も少なからず見られる

傾向である。実際に、平成17年度、平成18年度にジョ

ブコーチ支 援 を実 施 し、その後 も継 続 して関 わりを

持っている事例（14人）の平成22年度における支援内

容を見ると、「入社時から勤務条件（給料）が変わらず、

支援内容 
H17 年度 

対象者(5 名) 

H18 年度 

対象者(9 名)

業務遂行の相談 3 

離職・求職活動の相談 1 

勤務条件に関する相談 1 

ジョブコーチ支援（再支援） 8 

定期訪問による就業状況確認 1 

要請による企業訪問・相談 2 5 

近況・余暇活動の報告 8 

生活上の相談（年金申請など） 1 

表２ 平成17・18年度の利用者に対する支援内容（件） 
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転職をしたい」との相談や企業内での職務内容の変

更や指導担当者の異動による情報の引き継ぎ、ジョブ

コーチ支援の再支援に関わる内容が主となっている

(表２）。 

ハ 支援の方法 

対象者への支援方法については、企業を訪問して

の支援が最も多いが、支援の経過年数に関わらず、

電話や対象者に来所を要請した面談といった方法を

織り交ぜて対応している（図１）。 

図１ 支援方法別状況 

 

また、全ての対象者について、職業センターだけで

なくハローワークをはじめとした複数の支援機関が支

援に関係しており、職業センターからの直接的な対象

者へのアプローチのみならず、他の支援機関を通じた

連絡や調整も行っている状況である（表３）。 

 

表３ 関係している支援機関（箇所） 

※対象者毎に複数の支援機関あり 

 

ニ 離職後の相談対応等 

対象者110人の内、離職を経験した者は19人（身体

障害者３人、知的障害者５人、精神障害者６人、その

他5人）であり、そのうち離職後に再就職した者は６人

（身体障害者１人、知的障害者１人、精神障害者２人、

発達障害者２人）であった。離職理由の第一は体調

不良によるもので、その他の理由としては人間関係、

事業所都合が挙げられた。 

離職後、再就職までの期間は１ヵ月～１年半まであ

り、個別差が大きい。また、再就職した７人のうち再度

ジョブコーチ支援を実施した者は5人であった。職業セ

ンターが把握している限りにおいて、転職することで大

きく労働条件（給与面など）の向上や職務内容につい

てキャリアアップが実現されたケースはなかった。 

 

３ 支援事例 

（1）事例１：生活面での支援を得ながら就労継

続している事例 

イ 対象者属性 

障害：知的障害、年齢：30才代、性別：男、従事業

務：商品組立作業 

ロ 企業の属性 

電線製造を中心とした製造業、従業員約140人 

ハ 支援経過 

高校卒業後、数社で就労経験はあったが、対人関

係のストレスから体調を崩し離職。その際に受診した

医療機関より知的な遅れによる適応障害との診断を

受け、療育手帳を取得。その後、作業所へ通所（通所

時より同法人内の地域生活支援センターを利用）。ハ

ローワークの紹介で平成17年から現職。入職時には

ジョブコーチ支援を実施し、対応できる職務は限られ

た内容であるが定着が図られた。 

支援期間中に作業面での適応が進み、職業セン

ターからは定期的な企業訪問時の体調確認を中心に

フォローアップを実施していた。その一方、家庭環境

に課題があり、家族が執拗に企業へ連絡をすることや、

本人に対して金銭の要求をすることで精神的に動揺し、

出勤状況が不安定になる状況が見られた。職場以外

での場面を中心に生活支援に関しては地域生活支

援センターの協力を得て介入した。また、企業からの

要請により、企業と職業センター、地域生活支援セン

ターで本人との関わりや家族への関わりについて何度

も協議を行った。その中で、本人は単身生活を開始し、

母親との距離の保ち方も安定してきた状況であった。

生活面の課題が安定することで、職場での問題はあま

  
身体障害 

（6 人） 

知的障害 

(59 人) 

精神障害 

(22 人) 

その他 

(23 人) 

ハローワーク 6 58 21 23 

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ 0 20 4 3 

地域生活支援ｾﾝﾀｰ 2 5 1 2 

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 0 0 1 8 

病院・クリニック 1 8 18 18 

デイケア 0 0 3 1 

小規模作業所 1 6 5 0 

移行支援事業所 0 16 0 2 

寮・グループホーム 0 1 0 1 

学校 0 16 0 3 

職業訓練校 0 3 0 0 

0

50

100

150

200

250

H17年 H18年 H19年 H20年 H21年

訪問 来所 電話等
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り生じず、適応が図られてきているところであった。 

ニ 現況 

最近になって企業の業務縮小にともない、雇用継

続が危うい状況となってきている。今後の継続就労に

向けて、今後、本人とハローワーク、職業センター、地

域生活支援センターで協議を行うこととしている。 

H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年

生活支援センターによる支援

ジョブコーチ支援

単身生活
開始

家族からの
執拗な関わり

夏場の
体調管理

夏場の
体調管理

夏場の
体調管理

��ー�ー�

業
務
縮
小

      

図２ 事例１の支援経過と状況 

 

（2）事例２：転職を通じて支援している事例 

イ 対象者属性 

障害：発達障害、年齢：20才代、性別：男、従事業  

務：商品包装作業 

ロ 企業の属性 

農園芸商品の開発・製造・販売、従業員約700人 

ハ 支援経過 

ハローワークの紹介で製造業種に入職。入職と同

時にジョブコーチ支援を実施していたが、最初の職場

は３ヶ月で離職している（トライアル雇用期間満了）。

離職理由は職場の人間関係によるもので、本人曰く

「『周囲の従業員がルール通りに仕事に従事しないこ

と（アバウトな対応）』が気になり、精神的に負担になっ

た」とのことであった。企業からは作業面での高評価を

得ていたこともあり、ジョブコーチ支援期間中に何度か

仕事を続けることについて本人と話し合ったが、本人

の気持ちの負担感が解消されなかったこともあり、支

援者から見ても無理に継続したとしても安定した就業

は難しいと判断され、結果として離職することになった。 

再就職に向けて、これまでの仕事ぶりについての振

り返りを本人、ハローワーク、職業センター、障害者就

業・生活支援センター（前述のトライアル雇用期間中

に長期的なフォローアップを見越して利用登録をした）

担当者を交 えて求職活 動の進め方について協議を

行った。その後、１年半の期間の間に、職場実習の機

会を数回経て、精神障害者保健福祉手帳の申請と取

得、希望職種や自分の得手不得手を整理した上での

再スタートとなった。 

現在就業中の企業へは入職時よりジョブコーチ支

援を実施し、他の従業員とのコミュニケーション面を中

心に支援を行ってきた。 

ニ 現況 

現在は、再就職をした企業で徐々に仕事の幅も広

がってきている。また、企業からは正確な作業ぶりを評

価されている。しかし、本人の目指す目標は「正社員

になりたい、収入をもっと得たい」ということであり、現在

の企業の労働条件とどのように折り合いをつけるか、あ

るいは他に転職先を探すのか、今後の課題となってい

る。 
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ジョブコーチ
支援

ストレス
対処
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図３ 事例２の支援経過と状況 

 

４ 考察 

（1）支援者間のコミュニケーション 

長期に就労し、年数を経るにつれ、本人自身の職

業能力、生活状況はもとより、勤務する企業の状況は

変化していくため、就職して間もない時期の支援ニー

ズと一定年数を経た後の支援ニーズは自ずと異なる。

その一方で、今回の調査で明らかとなった様に、ジョブ

コーチを含めて、入職後、年数が経過するにつれて支

援者と本人、企業との接点や機会は減少していく傾向

にある。そうした中で、一つの支援機関が企業や本人

の状況を全て把握し、支援することは極めて難しい。

時々の状況変化を受け止めつつ、障害者が希望する

「働く」ことや「働き続ける」ことを維持するためには、周

囲の支援者同士のコミュニケーションの場（協議の場）

をタイムリーに持てるかがポイントになる。 
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事例１では職場以外で生じている課題について、職

業センターと生活支援を担う機関が連携して対処し、

一定程度解決が図られてきた。ただし、「連携」と一言

で言っても関係している機関の状況や障害者の置か

れている状況によってその方法も異なり、決まった方

法がある訳ではない。だからこそ、支援者間でコミュニ

ケーションをとり、目標を共有する場を設定することが

大切になってくる。実際に事例1では、役割の異なる支

援者が時々で協議の場を持ってきたことが「働き続け

る」ことを支える上でポイントとなっているものと思われる。 

 

（2）企業の視点も併せ持った支援 

  事例１では、企業の業務縮小により、入職時と比べ

ると対象者に期待される職務内容が幅広くかつ高度

な内容に変化してきている。一方で、能力的な制約も

あって対象者は限られた業務をし続けてきた状況であ

り、今後、雇用継続に向けて状況はますます厳しくな

ることが予想される。 

今回の職業センター利用者に関する調査結果を見

ると、退職・離職の理由として、体調不良以外に職場

の人間関係の不調を挙げる者が多かった。そのような

状況に陥る背景として（人間関係の齟齬が生じる前段

で）、企業が本人に求める力と本人の実態に落差があ

り、仕事への対応の難しさが原因となって人間関係の

不調となる場合が多いことも聞き取りの中では窺えた。

企業が求める「働く」に応えるためには、与えられた仕

事を覚えて遂行することで信頼感や安定性を発揮す

ること、更には、仕事への対応幅自体が広がるかどう

か、「エンプロイアビリティ」を持ち得ているかどうかが重

要となってくる2)。 

その意味では、対象者が「働き続ける」ためには、対

象者自身の状況と併せて、一方の当事者である企業

の状況をも含めて考えなければならない。支援者とし

て両者の状況を丁寧に確認し、かつ、両者に対して第

三者としてより客観的に先々の見通しを情報提供する

役割が望まれるものと思われる。 

 

（3）ライフキャリアを念頭においた支援 

 事例１のような同一企業での就労継続を目指した

フォローアップや事例２のように離転職を挟んで長期

的に支援している事例等を見ると、濃淡はありつつも、

職業センターを含めて適切な支援を提供できる支援

機関が、時々で可能な範囲での支援を実施している

ケースが多い。また、その支援方法についても、企業

に訪問し、対象者と面と向かって相談するといった直

接的な対応以外にも、他の支援機関に依頼して間接

的に支援を行う等柔軟な対応をしている。 

短期的な離転職にとらわれず、就労可能年齢を視

野に対象者の長期的な「働く中での成長」を目指し、

支援していくために、各支援機関がそれぞれの人的、

物理的制約を踏まえつつ、「その時にできること、対応

できる支援」を適切に実施することが重要であろう。 

 

５ おわりに 

「働く」ことをスタートすれば、いずれ退職や離職の

機会を迎える。たとえ他の職場に変わろうとも、「働き

続ける」ことを希望する者がより良い再スタートの機会

を迎えられるよう、対象者の挑戦が常に支えられるよう

な関わりを支援者として大切にしていきたいと考えてい

る。 
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